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特集にあたって
――研究の背景と課題――

藤 井 秀 樹

会計基準のコンバージェンスの展開
1)
，SOX

法およびその日本版（JSOX 法）としばしば称

される金融商品取引法
2)
の本格始動，そしてこ

れらにともなう関連諸システム（たとえばコー

ポレート・ガバナンスや監査制度等）のグロー

バルな規模での変革を，今日われわれは目の当

たりにしている。こうした一連の制度変化の特

徴的な傾向として，次の２点を指摘することが

できるであろう。

第１は，新しく導入された（あるいは導入が

予定された―以下同じ）会計ルールが，資産負

債アプローチに依拠した画一的内容を具備して

いるということである。それは，全面公正価値

会計の導入や純利益の開示禁止への指向性に

よって象徴される。したがって，多くの場合，

新しく導入された会計ルールは，広く定着した

伝統的実務から大きく離反する傾向を有してい

る。

第２は，そうした新しい会計ルールが，トッ

プダウン方式を通じて設定・導入されていると

いうことである。討議資料や公開草案に対して

発出されたコメントレターで多数の（たとえば

９割以上の）反対が表明されたにもかかわらず，

その反対を押し切る形で FASB/IASB が当初

案のルール化（基準化）を図ってきた事例も散

見される。利害関係者間の合意形成のためのシ

ステムとして導入されたデュー・プロセスは，

その限りで，今日著しく形骸化しているといわ

ざるをえない。

かつて Zeff［1995］（p. 54）において指摘され

た「記述的」（descriptive）なものから「規範的」

（normative）なものへのGAAPの変質が，近

年さらに顕著な現象として進展しつつあること

を，これらの事実は示している。しかし，会計

ルールが社会的な「制度」（institution）として

成立し，期待された機能を経済社会において果

たしていくためには，当該ルールは実務におい

て「一般に認められたもの」でなくてはならな

い。なぜならば，いかなる会計ルールも実務で

の実践を通じてはじめて，その機能を発現させ

ていくことができるからである。その機能が社

会的な広さを持つためには，当該ルールが実践

される実務も社会的な広さを持つことが要求さ

れる。逆に，成文化された会計基準において否

認されたルールであっても，社会に広く根づい

たものであれば，当該ルールは実務において（形

を変えてではあれ実質的に）実践され続けてい

くことになるであろう（Sunder［2008］p. 3）。
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１）2007年の東京合意で，日本基準と IFRS のコン

バージェンスを図ることが，ASBJ の西川郁生委員

長と IASB の D. Tweedie 議長の間で合意された。

具体的には，EU同等性評価において指摘された 26

項目のコンバージェンスを 2008年までに達成し，

残りの既存の差異や，FASB/IASB共同プロジェク

トで検討されている長期項目のうち 2011 年６月 30

日までに適用されているものについて，同日を目標

にコンバージェンスを達成することが想定されてい

る。

２）2006年６月に成立した金融商品取引法（JSOX法）

は段階的に適用され，2007年９月 30日に完全施行

された。ただし内部統制報告書の提出・監査につい

ては，2009 年３月期決算から，上場企業およびその

連結子会社を対象に本格適用が開始された。



こうした実務依存的な性質は，社会的制度とし

ての会計に刻印された１つの宿命ともいえるも

のである。

では，今日観察されるグローバルな規模での

制度変化は，「一般に認められたもの」としての

性質を具備しているのであろうか。近年の制度

変化において観察される上掲の２つの特徴的傾

向は，こうした問いをわれわれに突きつけてい

る。この問いは，近年の新しい会計制度の成立

根拠を問うものである。

しかし他方では，伝統的な会計思考や支配的

な会計実務の観点からは把握しえない「一般的

承認性」（general acceptance）の新しい通念が，

グローバルな規模で形成されつつある可能性も

ある。ちなみに，今日の国際社会（たとえば

G20）は，上掲のような特徴を有する FASB/

IASB によるルール設定に対して繰り返し支持

を表明しているのである（G20［2010a］；G20

［2010b］）。

本研究は，内部統制報告制度やそれに関連し

た新しい監査制度も検討の素材として視野に入

れながら，国内外の関連文献・資料等の渉猟を

通して，今日の新しい会計制度の成立根拠を多

面的に検討していくことを主要な目的としてい

る。その作業は，GAAPの現代的意義を改めて

問い直すことにもつながるであろう。

本特集は，平成 21∼22 年度日本会計研究学

会スタディ・グループ
3)
の研究成果を取りまと

めたものである。取りまとめに当たっては，元

原稿に相当の加筆・修正を施した。本特集が，

会計制度の成立根拠と GAAP の現代的意義を

洞察するさいの一助ともなれば幸甚である。
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３）本スタディ・グループは，日本会計研究学会第 57

回関西部会統一論題「会計制度の成立根拠を考える

――合意と制度の信頼性――」（2007年 12月８日，

於・神戸学院大学）における研究報告および討論を

発足の契機とし，その成果をより体系的に深化・発

展させることを目的として設置されたものである。


